
令和８年度事業概要                                

事  業  名           認知症総合支援事業（認知症家族への支援）      （歳出：４－３－７） 

令和８年度当初予算 ２５千円 事業実施主体 蔵王町 事業開始年度 

Ｈ２２年度（カフェ） 

Ｈ２８年度（ケアパス） 

Ｈ３０年度（見守り事業） 

補助・単独の別         補 助 補 助 率       国38.5％ 県19.25％ 町19.25％ 第1号保険料23％    
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介護保険法 

地域支援事業実施要綱 

認知症施策推進大綱 

認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン） 

蔵王町地域包括支援センター設置要綱 
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①認知症（予防）カフェ支援 

 宮城県保健福祉事務所及び町内事業所が行

っているカフェの支援を行う。 

【Ｓａｋｕｒａカフェ】 

主催：仙南保健福祉事務所 成人・高齢班 

【みんなのお茶っこのみ会】 

主催：社会福祉法人 芽吹 

日時：毎月第３金曜日 午後２時～３時３０分 

会場：小妻坂公民館等 

【認知症カフェわくわく会】 

主催：たんぽぽ保育園 

日時：月１回  会場：たんぽぽ保育園 

【さかい珈琲店カフェ】 

・高齢者の見守りを兼ね、毎週火曜日に朝食に開催 

【（仮）あったかさろん】 

 主催：蔵王町地域包括支援センター 

 認知症の人とその家族等を対象に体験や思い、悩

みを語り合い、ピュアサポートできる機会を作ると

共に、認知症の関する知識を普及する。県事業の認

知症の人と家族の会の方からの支援事業を利用し、

講師として招きながら開催する。 

②認知症高齢者見守り事業 

 在宅の認知症高齢者の家族等の申請により、

利用登録を行う。 

③認知症ケアパスの利用・周知 

事業所情報等、最新情報に更新する。介護保

険事業所、認知症専門病院へ配布、周知してい

る。その他、総合相談、もの忘れ相談等の個別

相談での利用。 
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①認知症の方や介護している家族同士が、日頃の苦

労をともに分かち合い、心身の負担軽減を図ること

できること目指す。また、一般町民との交流を通じ、

相互に支えあうことで、地域全体の介護力の向上を

目指し、認知症への正しい知識の普及、啓発を推進

する。 

②ＱＲコードを活用し、認知症高齢者等を見守りす

る体制を整え、認知症等になっても安心して暮らし

続けることができる地域づくりを推進する。 

③認知症の容態の変化に応じ、適切なサービス提供

の流れを確立し、サービスが切れ間なく提供される

ようにする。 
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①関係機関と連携・協力しながら、認知症の方とそ

の介護している家族及び一般町民に対し、交流の場

を提供する。必要時、専門家による介護のアドバイ

スをもらえる場や専門知識を学ぶ機会を提供する。 

②認知症高齢者の持ち物や服装等に、ＱＲコードシ

ールを貼り、身元不明になった高齢者の早期発見を

図る。 

③認知症の疑いのある方やその家族が住み慣れた地

域で安心して生活や支援を受けられるよう、専門医

の診察・助言を基に、適切な医療・介護サービス、

地域からの支援を受けられる機会をつくる。 
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【実績】 

① 認知症（予防）カフェ支援 

 ・特別養護老人ホームせせらぎのさと蔵王主催の、月１回サロン継続中。また、小妻坂にあるさかい珈琲

店で令和７年２月から、高齢者を対象とした週１回（火）の朝食での見守りサービスが始まった。 

・たんぽぽ保育園（宮司地区）で「認知症カフェわくわく会」が月１回、令和７年６月から始まり、近所に

方々を中心に参加されている。子供との交流もある。 

②認知症高齢者見守り事業 

年度 登録人数（年度末現在） 

令和４年 ３人（継続１人、新規２人、廃止１人） 

令和５年 ３人（継続３人） 

令和６年 ４人（継続３人、新規１人） 

令和７年 ４人（継続２人、新規２人） 

③認知症ケアパスの利用・周知 

 認知症と診断を受けた、または認知症と疑われる状態で、地域包括支援センターに相談に来られた方に随

時配布した。定期的に「認知症ケアパス」の内容を見直している。（最終改正：令和７年度） 
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